


【国保】 
 

K-16 組織代用人工繊維布（臓器欠損補強用）（K653 内視鏡的胃、十二

指腸ポリープ・粘膜切除術時） 

 

《令和 4 年 9 月 26 日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、K653 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術時に使

用した組織代用人工繊維布（臓器欠損補強用）の算定は認められない。 

 

○ 取扱いの根拠 

 通常クリッピングによって操作は完結できるものであり、当該材料を使

用することは適当ではないと考える。 

 


